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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１１月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１０月２日（日） １０時２５分ごろ 

発生場所 香川県三豊
み と よ

市三埼
み さ き

北東方沖 

 三豊市所在の讃岐三埼灯台から真方位００７°５００ｍ付近 

（概位 北緯３４°１６.０′ 東経１３３°３３.５′） 

事故調査の経過  平成２３年１０月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート Ａｋｉ
ア キ

、５トン未満 

２７１－２９１７７岡山、個人所有 

９.９４ｍ（Lr）×２.５９ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１９８kＷ、平成７年１１月 

Ｂ 漁船 蛭子
え び す

丸、２.８５トン 

ＫＡ３－２９９５３（漁船登録番号）、個人所有 

７.９４ｍ（Lr）×２.００ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和５３年１２月８日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６１歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和４９年１０月１１日 

  免許証交付日 平成２０年５月２日 

           （平成２６年３月２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６８歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５１年４月１６日 

  免許証交付日 平成２１年７月２３日 

         （平成２７年１月１７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷側船首部に亀裂、左舷側船首部に擦過傷及びプロペラが曲損

Ｂ 左舷側後部上縁部から右舷側中央部にかけて圧壊及びスパンカー

が折損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人５人を乗せ、三埼西方沖の
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釣り場から移動することとし、平成２３年１０月２日１０時１０分ご

ろ発進して香川県多度津町沖の釣り場に向かった。 

船長Ａは、約５～６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ｡）

とし、キャビンの後部右舷側の操舵場所で立って操船して釣り船群の

中を航行した。 

船長Ａは、釣り船群の中から抜け出したとき、前路に他船はいない

と思い、同乗者Ａ１と次の目的地までの進路についての話をしながら

速力を徐々に上げ、約１５～１６kn の速力で手動操舵により香川県粟

島の北端へ向けて北東進した。 

Ａ船は、同じ針路、速力で航行を続け、船長Ａが、１０時２５分ご

ろ、衝撃を感じ、船尾方を見たところ、Ａ船の船首部とＢ船の左舷側

後部とが衝突し、Ｂ船を乗り切ったことを知った。 

船長Ａは、同乗者Ａ２に対して海上保安庁に連絡するように要請

し、同乗者Ａ２は、携帯電話で１１８番へ連絡をした。 

船長Ａは、反転してＢ船の所に戻り、船長Ｂの安否を確認したが、

船長Ｂの反応がなかった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、三埼北東方沖の本事故発生場所

でＡ船と衝突した。 

船長Ｂは、本事故後、船体中央部の甲板上に設けられた機関室囲壁

の右舷側後部において、身体が右舷側を向き、上半身が右舷側のブル

ワークにもたれ掛かった姿勢でうつ伏せに倒れていた。 

船長Ｂは、巡視艇と救急車によって病院に搬送されたが、死亡が確

認された。その後、法医学解剖した結果、死因は頚髄損傷と検案され

た。 

 Ｂ船のスパンカーは、展張された状態で折損していた。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風速 約２～３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 

 

Ａ船は、本事故時、魚群探知機が組み込まれたＧＰＳプロッターは

使用していたが、レーダーは装備していたものの、使用していなかっ

た。 

Ａ船の同乗者は、前部甲板上に３人、後部甲板上に２人が乗船し、

釣りの準備などを行っており、船首方を見ていた者はいなかった。 

船長Ａが立って操船を行っていた操舵場所では、右舷船首方にキャ

ビンの囲壁による死角が生じていた。 

船長Ａは、救命胴衣を着用しておらず、Ａ船の同乗者のうち４名は

着用していたが、１名が未着用であった。 

Ｂ船は、ＧＰＳプロッター、レーダー及び汽笛がなかった。 

船長Ｂの健康状態は、普通であり、少し耳が遠かったが持病はな

く、身体的に不自由なところや負傷等もしていなかった。 

船長Ｂは、ほとんど毎日出漁しており、主な漁場は、三埼周辺であ
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った。 

船長Ｂは、ふだん、一本釣りをする際の餌となるエビを捕るために

早朝又は夜間に出掛け、一本釣りには、０６時～０７時ごろ出港し、

昼ごろに帰港していた。 

船長Ｂは、ふだんはＢ船を漂泊させながら、船体中央部の甲板上に

設けられた機関室囲壁右舷側後部に右舷側を向いて座り、右舷側から

釣り糸を垂らして一本釣りを行い、風のあるときには高さ約３ｍ底辺

の長さ約２ｍの紺色のスパンカーを船尾に掲げていた。 

船長Ｂは、本事故当時、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、三埼北東方沖を北東進中、船長Ａは、右舷船首前方に死角

が生じた状態で航行していたものの、前路に他船がいないと思い、死

角を補う見張りを行っていなかったことから、前路のＢ船に向けて航

行し、Ａ船の船首部とＢ船の左舷後部とが衝突した可能性があると考

えられる。 

Ｂ船は、漂泊し、船長Ｂが、船尾のスパンカーを掲げ、機関室囲壁

の右舷側後部で釣りを行っていた可能性があると考えられるが、Ｂ船

の動静及び船長Ｂの行動を明らかにすることはできなかった。 

船長Ｂの死因は、頚髄損傷であった。 

原因 本事故は、三埼北東方沖において、Ａ船が北東進中、Ａ船とＢ船と

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・周囲の見張りを常に怠らないこと。 

・状況に応じ、レーダーを活用したり、同乗者の協力を得て死角を

補ったりするなどして見張りを適切に実施すること。 

 




